
● 避難確保計画を実効性あるものとするためには、施ਝଵ৶ಉの岿まが体に
作成いただくことが重要です。

避難確保計画の作成・訓練実施の義務化
要ଦൟ者ਹ用施設の所થ者・ଵ৶者のさまへ

要ଦൟ者ਹ用施設の避難体制のਘ৲をるため『水防法』及び『土砂災害警戒区域等における土砂災
害防止対策の推進に関する法』が成ڵڮফ６া１ڵにਫされ、浸水想定区域や土砂災害警
戒区域の要ଦൟ者ਹ用施設のଵ৶者等は、避難確保計画の作成・報告、訓練の実施が義務づけられ
ました。

ৌ峒なるਏଦൟਹ৷施ਝ とは・・・
ভૣක施設、৾ૅ、ୢ施設そののとして防災のଦൟを要する্々がਹ用する施設で、

広島市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設※が対象です。

避難確保計画の作成１
● 「避難確保計画」とは、洪水や土砂災害が発生するおそれがある場合におけるਹ৷のෟ岵峎ဌ
速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。

① 防災体制 ② 避難誘導 ③ 施設の整備 ④ 防災教育及び訓練の実施
⑤ 自衛水防組織の業務（水防法に基づき自衛水防組織を置く場合）

※ 広島市のホームページに「災害ৎਏଦൟਹ৷施ਝにબる避難確保計画
ガイドライン 」を掲載していますので、避難確保計画の作成に活用してください。

広島市への報告２
● 避難確保計画を作成・ಌしたときは、なく、その計画を広島市へ報告してください。

報告先
広島市ਃଵ৶災害予防ୖ
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号（市役所本庁舎１３階）

※ 広島市のホームページに報告書の様式を掲載しています。

広島市 避難確保計画 ਫ਼ด

ポイント

※ 新たに認可を受けた施設など、今後、広島市地域防災計画に定められる予定の施設に
対しても、避難確保計画の作成・報告、訓練の実施をお願いしています。

● 浸水想定区域の確認

広島市洪水ハザードマップ ਫ਼ด

● 土砂災害警戒区域の確認

土砂災害ポータルひろしま ਫ਼ด

資料９－２



避難体制のより一層強化のために

訓練の実施３
● 作成した避難確保計画に基づいて訓練を実施する必要があります。

● 洪水や土砂砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警
戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた訓練を実施することが重要です。

● ৩の峥か、可ચな೧でਹ用者の্々にもੈৡしてもら岰など、多くの方々が訓練に参加する
ことで、より実効性が高まります。

ポイント

広島市危機管理室災害予防課
広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号
TEL:082-504-2664 FAX:082-504-2802

広 島 市
Hiroshima City

電子メール ：saigaiyobo@city.hiroshima.lg.jp

ホームページ：http://www.city.hiroshima.lg.jp

避難確保計画の作成・修正 職員やਹ৷への৾ಆভ

訓練の実施避難体制の確認

情報伝達訓練

避難৽ଡ଼等の確認

職員のみ
徐々に実効性が
高い訓練へ

職員・ਹ৷など

ਹ用者の避難誘導訓練

など 関係ਃ関及びਹ用者の
保護者等への連絡等 など

● ৾ಆ、訓練、確認をりନして、峲りଐい避難確保計画を作成しまし峱岰آ


